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マイクロチップの装着等の義務化に係る 
狂犬病予防法の特例に関する対応について 

 

このことについて厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症

対策課及び、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室から別添のとお

り通知がありました。 

今般、マイクロチップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例

に関する対応について、自治体から問い合わせが多く寄せられている

事項を別添１のとおり留意事項を取りまとめたことともに、「マイクロ

チップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例に関する自治体向

け Q＆A」（令和 4 年 9 月 21 日付事務連絡）（別添２）について了知の

上、会員への周知を求められたものです。 

つきましては、貴会関係者への周知方、よろしくお願いいたしま

す。 

 

本件のお問合せ先 

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会 

事業担当：桒野、中村  

TEL:03-3475-1601 

E-mail:kuwano@nichiju.or.jp 
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